
平成28年3月22日

資金管理団体の
届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 異動事項 新旧

の別 異動の内容 異動年月日

新 長崎市万屋町５－32 第２一ノ
瀬ビル308

旧 長崎市古川町６－28風社ビル１
Ｆ

橋本　剛 橋本剛後援会 主たる事務所
の所在地 平成28年２月１日

長崎県選挙管理委員会　　
委員長　永淵　勝幸

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があっ
たので、同法第19条の２第１項の規定に基づき、次のとおり公表する。

資金管理団体異動届


